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令和７年度第５回江戸川区総合教育会議 議事要旨 

 

日 時：  令和８年３月 24 日（火）午後３時００分  

      ※個人の特定につながるおそれのある内容を含むため非公開 

場 所：  特別応接室  

出席者：  江戸川区長         斉 藤   猛  

江戸川区教育委員会             

教育長         内 野 雅 晶  

教育長職務代理者    天  野 安 喜 子  

委員          森  本 勝  也  

委員          伊  藤 真  弓 

委員           松  山 隆  之  

（関係職員）  

経営企画部長        高  原 伸  文  

企画課長             滝  澤 耕  平 

広報課長        築  山     類 

法務課長          岩   永     愛  

総務部副参事       紅 山 綾 香  

子育て支援課長       佐   藤      英  

相談課長                   若  田 繭  子  

援助課長          椎   名 真   雄  

教育推進課長      飯   田 常   雄  

学務課長         木   村 美  由  紀  

教育指導課長        大   川 千   章  

学校施設課長        栗   間 大   介  

教育相談センター長     百   々 和   世  
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＜いじめの重大事態に関する報告について＞ 

・新規発生したいじめの重大事態案件について、教育委員会事務局  

から状況や対応方針を説明  

 

＜各事案の対応方針について＞ 

・前回会議にて再度議論することとしていた事案の対応方針について

あらためて意見交換を実施 

・現在対応が継続している主ないじめの重大事態案件について状況や

対応方針を説明 

・第三者委員会が調査中の案件について、教育委員会事務局から進捗

状況を説明 

○委員からの意見 

・丁寧な説明が重大事案の早期解決に繋がっていく 

・いじめ対応においては、必要に応じて医師や心理職など、専門家の

意見を聴くことができる体制の整備も検討してはどうか 

 

＜その他報告事項＞ 

・「江戸川区いじめ対応強化月間」の開催について、教育委員会事務局

から説明  

・給特法の改正を踏まえた区の対応について、教育委員会事務局から

説明  

○委員からの意見  

・いじめをとりまく状況は時代とともに変化していくので、時代に合

わせたアプローチが必要  

・いじめ問題については、児童・生徒や保護者だけではなく、地域全

体へのアプローチが必要。自分には関係ないと思っている人にも情

報を伝えていく必要がある  


